
 
 

 

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

令

和

七

年

四

月

十

七

日 

参

議

院

環

境

委

員

会 

 

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。 

 

一
、
危
険
鳥
獣
の
銃
猟
の
安
全
対
策
に
万
全
を
期
す
る
た
め
、
市
町
村
を
始
め
と
す
る
関
係
者
に
対
し
て
、
現
場
で
の
迅
速
か

つ
適
切
な
判
断
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
本
法
の
内
容
を
関
係
法
令
と
の
関
係
も
含
め
て
十
分
周
知
す
る
と
と
も
に
、
関
係
省

庁
で
連
携
し
て
安
全
か
つ
効
果
的
な
出
没
対
応
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
の
作
成
や
研
修
の
実
施
等
の
支
援
を
図
る
こ

と
。
ま
た
、
危
険
鳥
獣
の
出
没
時
の
連
絡
体
制
及
び
対
応
方
針
の
事
前
調
整
や
実
地
訓
練
の
定
期
的
な
実
施
に
つ
い
て
必
要

な
支
援
を
行
う
こ
と
。 

 

二
、
本
法
の
円
滑
な
運
用
と
と
も
に
、
危
険
鳥
獣
の
捕
獲
等
に
当
た
っ
て
の
担
い
手
へ
の
必
要
な
経
費
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、

地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
財
政
支
援
の
充
実
に
努
め
る
こ
と
。 



 
三
、
狩
猟
者
の
減
少
・
高
齢
化
等
を
踏
ま
え
、
鳥
獣
に
よ
る
被
害
防
止
に
向
け
た
捕
獲
体
制
を
強
化
す
る
た
め
、
専
門
的
技
術

を
有
す
る
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
等
に
従
事
す
る
者
の
更
な
る
技
術
向
上
及
び
育
成
に
つ
い
て
、
積
極
的
な
支
援
を
行
う
こ

と
。 

 

四
、
ク
マ
対
策
に
つ
い
て
は
、
捕
殺
だ
け
で
は
な
く
、
人
の
生
活
圏
へ
の
出
没
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
生
息
状
況
把
握
の
た
め
の
適
切
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
実
施
を
始
め
、
ク
マ
の
生
息
環
境
の
整
備
や
保
全
、
人
と
ク
マ

が
す
み
分
け
て
共
存
す
る
た
め
の
ゾ
ー
ニ
ン
グ
管
理
な
ど
の
出
没
抑
制
対
策
に
関
係
省
庁
で
十
分
連
携
を
図
り
つ
つ
取
り
組

む
こ
と
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
取
組
を
進
め
る
た
め
、
野
生
動
物
管
理
の
計
画
・
立
案
等
を
担
う
専
門
人
材
の
育
成
・
確
保
を

進
め
る
こ
と
。 

 

五
、
捕
殺
に
よ
る
被
害
対
策
の
効
果
は
限
定
的
で
、
ク
マ
等
に
よ
る
人
身
被
害
の
予
防
や
野
生
動
物
と
の
軋
轢
の
根
本
的
な
解

決
に
は
、
防
護
柵
等
に
よ
る
被
害
防
除
や
誘
引
物
除
去
、
犬
を
活
用
し
た
追
い
払
い
の
実
施
な
ど
、
人
と
野
生
動
物
と
の
す



み
分
け
の
た
め
の
環
境
整
備
が
と
り
わ
け
有
効
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
地
域
が
効
果
的
に
取
り
組
め
る
よ
う
に
支
援
策
を
整
備

し
、
必
要
な
予
算
を
確
保
す
る
こ
と
。 

 

六
、
く
く
り
わ
な
又
は
箱
わ
な
に
よ
る
錯
誤
捕
獲
は
、
意
図
せ
ぬ
ク
マ
の
捕
殺
や
野
生
動
物
に
不
必
要
な
苦
痛
を
与
え
る
こ
と

に
つ
な
が
る
お
そ
れ
が
大
き
い
こ
と
か
ら
、
錯
誤
捕
獲
の
発
生
防
止
対
策
を
検
討
す
る
こ
と
。 

 

七
、
捕
獲
等
を
行
っ
た
野
生
鳥
獣
の
有
効
利
用
に
つ
い
て
、
よ
り
安
全
な
提
供
に
よ
る
消
費
者
の
安
心
の
確
保
を
図
り
つ
つ
、

そ
の
円
滑
な
流
通
を
促
進
す
る
た
め
の
環
境
整
備
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

八
、
令
和
十
二
年
度
ま
で
に
鉛
製
銃
弾
に
起
因
す
る
鳥
類
で
の
鉛
中
毒
の
発
生
を
ゼ
ロ
と
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
令
和
七
年
度

か
ら
鉛
製
銃
弾
の
段
階
的
な
使
用
規
制
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
そ
の
影
響
に
つ
い
て
の
科
学
的
知
見
も
踏
ま
え
つ

つ
、
非
鉛
製
銃
弾
の
使
用
の
促
進
を
図
る
取
組
を
進
め
る
こ
と
。 

 



九
、
森
林
、
里
地
里
山
、
河
川
な
ど
、
野
生
動
物
の
生
息
環
境
の
整
備
・
保
全
と
生
態
系
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
・
維
持
を
進

め
る
た
め
、
ネ
イ
チ
ャ
ー
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
の
取
組
を
一
層
強
化
す
る
こ
と
。 

 

右
決
議
す
る
。 


